財政状況の改善を図るため、経営改革計画を策定しました。

財団法人板橋区中小企業振興公社　経営改革計画（概要）
１　経営改革計画策定の目的
公社の財政状況の改善を図る。

板橋区産業融資の信用保証新規受付を平成16年３月末日終了したことにより、公社収支の構造的悪化要因は解消された。しかし、既存の債務保証から発生する代位弁済等により公社の財政状況は、今後も悪化が見込まれる。

そのため、支出の大幅な抑制と収入の確保に全力で取り組み、収支均衡型の公社財政の構築を目指すことを目的として、平成17年3月31日「経営改革計画」を策定した。

２　公社財政状況について
信用保証業務の新規受付終了に伴い信用保証債務残高は急速に減少を続けており、代位弁済も大幅な減少を示しているが、区からの代位弁済費補助金が平成15年度で廃止されたことなどにより、公社一般会計は今後も単年度収支マイナスの状況が続いていく状況である。

次期に繰り越す収支差額（繰越収支差額）は平成22年度までプラスで推移する予想であるが、平成23年度からはマイナスとなり、基本財産の取り崩しが必要となる。
なお、勤労者福利共済事業は、会費収入のみでは事業運営が成り立たないが、現在と同等程度の区補助金が継続することにより収支バランスを保ち、事業運営の継続が可能である。

３　信用保証事業について
（１）既存信用保証債務の「期中管理」を更に強化することにより、代位弁済の発生を抑制する。

金融機関との連携を強化するとともに、保証条件変更申請時などの機会を捉えて早期の経

営相談・経営指導を積極的に行う。このことにより、中小企業の経営改善を促し代位弁済の発生を抑制する。

（２）求償債権の回収を更に強化する。

① 回収における目標管理を徹底し、新規代位弁済口の早期回収着手等の回収強化を図る。

② 法的手段活用による回収強化を図る。（抵当権設定、債務名義の取得等）

③ 回収の効率化を図るため、東京都が積極的に導入を始めた債権回収会社（サービサー）による債権回収業務を公社への導入方法を検討する。

４　勤労者福利共済事業について

魅力ある事業運営、加入促進方法の改善、加入条件の緩和等会員増加に努めるとともに、運営の自立化、広域化、全面委託化の検討とともに、各種事業の委託を積極的に推進し、経費削減を図る。

５　その他事業について

各事業について、目的・意義・経費・効果・対象・運営主体などの検討を早急に行い、事業を継続する場合は簡素化・効率化に努める。
　①　産業情報紙「いきいきタウン」

商工団体との連携や共同運営も視野に入れた検討を行なうとともに、発行経費の節減と広告収入の確保に努める。なお、平成19年度末までには、発行経費の25パーセント以上の広告収入を確保する。

②　いたばし産業情報ネット

中小企業のホームページ作成支援という設立目的は既に達成した。今後は、産業振興における情報戦略としてのＩＴ活用を図る。

運営については、ＩＴ関連のベンチャー企業やＮＰＯなどとの協働を検討する。なお、広告収入等の収入率を、平成19年度末までに、50パーセント以上に引き上げる。

６　板橋区産業振興施策における公社の役割について
　　板橋区産業活性化基本条例の施行、産業経済部の創設、産業振興構想の策定など、地域経済の活性化に向けた板橋区の活発な動きや財団法人の運営を大幅に規制緩和する国の公益法人改革の動き等、その改正内容等を注視し、板橋区の産業振興施策における公社の役割や活用方法を検討する。
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Ⅰ　はじめに

1　公社設立の目的と新規保証業務の終了

財団法人板橋区中小企業振興公社（以下「公社」という。）は、昭和52年4月、板橋区内の中小企業の振興と育成を目的として、板橋区の出資により設立した。

　　公社設立目的の主たる業務は、板橋区産業融資のあっ旋に伴う「信用保証業務」である。

区の産業融資制度のあっ旋と一体となった公社信用保証制度は、経済が右肩上がりで成長を続ける中、中小企業の積極的な事業展開を図るための資金需要に的確に応えることにより、その使命を果たしてきた。

しかし、近年の代位弁済の増大が公社の健全な事業運営に重大な支障をもたらしてきた。

そのため、中小企業を取り巻く金融状況や今日の東京信用保証協会の利便性の状況等を総合的に判断し、27年間続いた信用保証の新規保証業務を平成16年3月31日をもって終了するという大改革を実施した。

　　公社はこれまでも信用調査の厳格化や信用保証債務の期中管理の強化により、代位弁済の抑制と求償債権の回収強化を図り、支出の抑制と収入の確保を図ってきたところであるが、新規保証業務終了後も既存保証債務の中から代位弁済が発生することにより、公社信用保証業務の経常的な赤字は今後も継続する。

　　信用保証業務の運営に係る公社一般会計では、積立預金取崩収入を除く平成15年度の実質決算は1億6,990万円の赤字額であり、平成16年度決算では区補助金1億円の廃止などにより2億円程度の赤字額となる見込みである。

２　経営改革計画策定の目的
　　この経営改革計画は、公社寄付行為に定める事業を円滑に遂行するために、公社財政の上記の状況を改善し、収支均衡型財政を目指すものである。

信用保証業務をはじめとする公社各事業について、支出の抑制と収入の確保に積極的に取り組むことにより、公社経営改革の実現を図る。

　　なお、板橋区産業活性化基本条例の制定、産業経済部の創設、産業振興構想の策定等、地域経済の活性化に向けた区の活発な動きの中で、区産業振興施策の今後の動向と、中小企業の振興・育成を目的として設立した公社が産業振興施策において果す役割や公社の活用方法について早急に検討する。

一方、国においては公益法人改革の動きがあり、財団法人の寄附行為の変更や基本財産の増減について監督官庁（東京都）の許可が不要になるなどの規制緩和策が検討されており、平成18年春に法案が提出される予定である。

これらの状況を勘案しながら、公社基本財産の取り崩しによる産業振興基金（仮称）の設立などの活用方法や、公社運営についても、地域経済の活性化に公社が積極的に寄与する「公社拡大活用」から、産業振興施策は区に特化する「公社廃止」の選択肢までを含めての検討を行うこととする。

３　公社の現状

公社の現状とこれまでの改革の取り組みについて説明する。

(１)　公社業務の状況

　　寄附行為に基づき、次の事業を行なっている。

　①　中小企業の振興を図るために必要な調査及び研究に関する事業

　　（区内中小企業景況調査など）

　②　中小企業に対する経営相談及び金融相談に関する事業

　　（区商工振興課の相談事業に協力）

3 中小企業の経営診断及び経営指導に関する事業

　（区商工振興課の診断・指導の事業に協力）

4 中小企業に対する信用保証に関する事業

　（板橋区産業融資のあっ旋に伴う信用保証業務〈公社設立目的の主事業である。〉）

5 工場団地の建設に関する事業

　（今まで分譲型２団地を建設した。現在、建設事業は行なっていない。1団地の経営（決算）指導を実施している）

6 中小企業の事業主及び従業員の福利共済に関する事業

　（ハイライフ事業の平成17年1月31日現在の加入状況、事業所数：2,900所、加入者数：7,770人）

7 板橋区立ハイライフプラザの運営業務の受託に関する事業

8 その他、公社の目的を達成するために必要な事業

　（事業の後援）「いたばし産業見本市」の後援など

　（広報活動）「いきいきタウン」（産業情報紙）の発行

　　　　　　 「いたばし産業情報ネット」（産業情報ホームページ）の運営など

(２)　公社収支の状況

　平成15年度決算は、当期収入と当期支出との差である形式収支では3,278万円の黒字であったが、代位弁済支払準備金の取り崩しによる収入2億円と、勤労者福利共済事業積立預金の取り崩しによる収入300万円を除いた実質の単年度収支は、1億7,021万円の赤字決算であった。

　これは、平成14年度の3億1千万円に次ぐ赤字の額であり、公社は平成12年度から経常的に単年度収支が支出超過となっている状況である。

一方、下表のとおり、平成13年度に７億5千万円あった代位弁済支払準備金（運用財産）も減少を続け、現在の額は3億円であり、平成16年度末には1億5,000万円に、平成17年度末には6,600万円となることが想定される。

・代位弁済準備金の減少の状況　　　　　　　　　　　　　　　　（　　）は、予想額
	
	平成13年度
	平成14年度
	平成15年度
	平成16年度
	平成17年度

	取 崩 額
	0
	250,000,000
	200,000,000
	（150,000,000）
	(84,000,000) 

	年度末残高
	750,000,000
	500,000,000
	300,000,000
	（150,000,000）
	（66,000,000）


(3) 代位弁済に係る区補助金の削減から廃止への状況

　　　信用保証協会の保証と異なり、公社の信用保証には中小企業信用保険法による補填制度が適用されないため、設立時から代位弁済に対し同保険と同じ割合の7割の補助を区から受けていた。

　　　しかし、近年の区財政の悪化に伴い、平成12年度と平成13年度は補助割合が７割補助から5割補助へと減額され、また、平成14年度と平成15年度は1億円の定額補助に変更された。さらに、平成16年度からは代位弁済に対する補助は廃止されるに至り、代位弁済費支出は全額公社の財政負担となった。

　表1　代位弁済費に対する区補助割合の推移　　　　　　　　　　　　　　　（16年度代位弁済額は予定額）
	年 度
	平成11年度
	平成12年度
	平成13年度
	平成14年度
	平成15年度
	平成16年度

	代位弁済額
	214,748,077円
	218,844,549円
	266,382,789円
	443,093,638円
	329,009,669円
	（210,000,000円）

	補助割合
	7割
	5割
	5割
	1億円定額（22.6％）
	１億円定額（30.4％）
	廃止

	区補助金額
	150,323,653円
	109,422,274円
	133,191,394円
	100,000,000円
	100,000,000円
	0円


４　これまでの改革の取組み

  公社財政の悪化を防ぐため、主要業務である信用保証事業を中心に、次のような改革を行なってきた。

（１）保証審査の厳格化と信用保証事業の新規受付業務の終了

代位弁済の発生を抑制するため、次のように保証審査の厳格化に努めてきた。

1 審査における判定指標の導入

2 申請者の消費税納付状況確認の開始

3 金融機関と協力して期中管理の強化

4 第三者連帯保証人の徴求（申込金額500万円以上）

5 不動産担保徴求基準の引き下げ（公社保証残1,000万円以上）

このほか、信用保証事業の健全な事業継続に向けて、公社の代位弁済割合を10割から8割に変更し、減少する2割については金融機関に負担させるいわゆる「部分保証制度」の導入についての研究・検討も行なってきたところである。

しかし、代位弁済発生の予防と抑制のためのこれ以上の信用調査の厳格化は、中小企業の資金調達の

道を狭めかねないこと、また、保証協会の利便性も増したことなどにより、27年間続いた信用保証事業の新規受付業務を、平成16年3月31日に終了した。

（２）求償債権の回収強化

　公社は収入を確保し、経営を健全化するため、次のような代位弁済後の求償債権の回収強化策を講

じてきた。

①　顧問弁護士との連携による法的回収の強化

2 債権に対する債務名義の取得、根抵当権の一部移転及び所有不動産の仮差押等の法的手段の強化

3 求償債権のランク付による効率的な回収

　④　回収委託業務における委託報酬の歩合制の強化

（３）調査役及び臨時職員の削減

新規受付業務の終了により信用調査事務を行なわなくなったため、調査担当の調査役と事務担当臨時職員について人員削減を行なった。

　　　①　調査役数：４名減（15年度9名〈信用保証担当及び回収担当〉→ 16年度5名〈回収担当のみ〉）

②　臨時職員数：１名減（15年度2名 → 16年度1名）

(４)　基本財産の公債による運用開始

現在のような低金利の状況では、かつてのような資産運用は望めないが、基本財産6億円について、

平成15年9月から、期間10年から2年の公債による運用を開始した。

また、ラダー運用による満期時に更新を続けることにより、現行金利（10年物年利1.6％）で算定した

場合でも、年間９６０万円の利息収入が見込まれることとなる。

・平成14年度決算額：　　　８６千円（定期預金、普通預金）

・平成15年度決算額：１，８６６千円（上半期は定期預金と普通預金、下半期は公債）

・平成16年度推定額：６，０７７千円

なお、基本財産以外の代位弁済準備金などの運用財産の資金運用に当たっては、ペイオフ解禁への対応を含めた運用を行なっている。

Ⅱ　信用保証事業について

１　信用保証業務の現状と今後の予想

（1） 信用保証債務残高の推移予想

平成16年3月末現在80億7,563万円（4,003件）あった信用保証債務残高は、平成17年1月末

現在では、56億3,833万円（3,243件）であり、新規信用保証の終了に伴い、今後急速に減少を続け、約定どおりの返済がなされれば、平成23年度中には信用保証債務残高が無くなる予定である。

表２　「公社信用保証業務の推移予想」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

	
	16年度
	17年度
	18年度
	19年度
	20年度
	21年度
	22年度
	23年度

	保証債務残高（年度末）
（約定返済の場合）
	5,066,575
	2,496,399
	1,023,894
	284,294
	74,015
	45,598
	23,749
	0

	保証債務残高（年度末）
（既存条件変更分勘案）
	5,066,575
	2,496,399
	1,023,894
	284,294
	174,015
	145,598
	123,749
	0

	代位弁済額
	210,000
	144,000
	47,815
	13,276
	8,126
	6,799
	5,779
	123,749

	管理求償権額
	2,203,475
	2,154,101
	2,018,628
	1,869,214
	1,735,441
	1,619,541
	1,519,734
	1,547,125

	回収金額
	82,900
	80,000
	77,044
	64,310
	50,560
	37,459
	25,599
	14,930

	区返還額
	30,448
	21,721
	16,154
	10,499
	6,740
	3,888
	2,021
	783


（２）今後の保証条件変更への対応

公社保証付の既存融資（保証債務）の保証期間は最長で平成23年４月までである。

通常、企業は経営が悪化し返済が苦しくなると、毎月の返済金額を減らし、返済期間を延長する「保証条件変更」を申請する。

保証条件変更による返済期間延長の可否は、企業にとってまさしく死活問題であり、また公社にとっても、代位弁済を抑制できる有効な手段でもあり、現在では、1年ごとの期間延長を承認している状況である。

従って、今後の保証条件変更の承認状況によっては、保証債務が平成24年以降も残っていくことが想定される。

しかし、保証条件変更は代位弁済の一時的な抑制策でもあり、保証条件変更期間中の企業が代位弁済に至らないように、金融機関と連携を図るとともに、区の協力を得て、経営相談員や受発注相談員の活用による企業に対する経営相談・経営指導に力を入れ、今後とも条件変更の効率的な運用を図っていく。

（3） 保証債務の区への移管の問題点と可能性

「法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和21年法律第24号）」第3条（保証契約の禁止）により、「地方公共団体は法人の債務について保証契約をすることができない。」とされており、法人の保証債務の区への移管はできないこととなっている。

個人の保証債務の区への移管は規制が無く可能であるが、法人分と分離して移管することにメリットがなく、保証債務は、約定どおりの期間中は、公社が管理し続けることが必要である。

約定の保証期間終了後の保証期間延長の保証条件変更申請の取扱については、代位弁済を抑制するため、保証条件変更を承認するか、又は、保証条件変更を承認せず、全て代位弁済をして保証債務をゼロとするか今後早急に検討する必要がある。

２　代位弁済の今後の推移と財源

（1） 代位弁済の推移予想

　　　代位弁済は、平成14年度の4億4,309万円を境に減少を続けており、平成16年度は約2億円と見

込まれる。

これは、近年の板橋区産業融資の実績減に伴う公社保証債務残高の減少と、景気の低迷が底を打った

ことによるものと思われる。

今後は、信用保証新規受付終了に伴い保証債務は減少する一方であり、代位弁済の減少傾向は続いていくものと考える。

表２「公社信用保証業務の推移予想」参照

（２）代位弁済抑制の方策
代位弁済は公社の歳出全体の62％（一般会計歳出においては84％：いずれも平成15年度決算額）を超える公社最大の支出項目であり、この発生を抑えることが最大の支出抑制策であり、経営改善策である。

　　代位弁済抑制の方策として、次の方策を講じていく。

①　期中管理の強化

通常、融資の期中管理は金融機関が行っているが、さらに期中管理を徹底するよう要請するとともに金融機関との情報交換を密にする。

なお現在では、事業者の金融機関への借入金の返済が３ケ月以上延滞すると金融機関から公社に

報告が来るシステムとなっている。今後は、その報告の機会を捉えて、区と連携し、経営相談員や受発注相談員を積極的に活用し、経営相談・経営指導を行なうなどのアドバイスを通じて企業の再生・活性化に協力し、延滞の解消を目指し、代位弁済の予防・抑制に努めることとする。

②　保証条件変更の活用

返済金額の縮小や返済期間の延長などの条件変更の活用は、当面の代位弁済の発生を抑制する効

果はあるが、保証条件変更そのものは代位弁済の回避策であり、上記の経営相談の活用を含め、期中管理の強化を図ることとする。

（３）財源確保

従来、代位弁済費に充当していた信用保証料収入が、新規信用保証業務の受付終了により今後は見

込めない。

また、区補助金も廃止された現状では、求償権回収金の収入と代位弁済準備金の取崩収入を代位弁済費の財源に充てるのみの状況であり、収入確保に向けて求償債権の回収に努めていく必要がある。

３　求償債権の現状と予想

（1） 求償債権の推移予想

管理中の求償債権は、平成17年2月現在22億1,328万円である。

新規保証の終了により、今後代位弁済は減少して行き、これに伴い、求償債権の増加も従来の額を下

回る状態が続くが、回収が進むにつれて、今後は回収の困難な求償債権の割合が多くなってくる。

（2） 求償債権回収強化の方策

信用保証料収入が見込めない現在、求償権回収金収入は公社最大の収入源である。今後も回収を強化するため、次の方策を講じていく。

①　回収における目標管理を徹底し、新規代位弁済口の早期着手等回収の強化を図る。

②　代位弁済後、第三者連帯保証人からの早期回収を図る。

3 主債務者が返済を行なっている場合でも、連帯保証人への返済を積極的に働きかける。

④　連帯保証人所有不動産に対する抵当権の設定等、所有不動産の処分を行なう。

⑤　法的手段による回収の強化

⑥　顧問弁護士名による督促

⑦　給与所得者への給与差押の実施

⑧　行方不明者に対する調査の強化

⑨　現在２ヶ月の冷却期間を置いている期限の利益喪失後の期間（代位弁済にいたるまで）を短縮又は廃止して、回収交渉を行なう。

10 代位弁済後、債務者と公正証書を作成し、回収にあたる。

（3） 債権回収会社（サービサー）等の活用

求償債権回収業務は、これまで回収委託契約の相手方として、金融機関支店長経験者クラスを対象としていたが、効率的な回収と回収金額・回収率の強化を図るため、いままでの慣習にとらわれず、現在の社会情勢に的確に対応・実行できる人材を信用保証協会等の幅広い分野から登用することが必要である。

また、現在、回収委託契約は個人と行なっているが、一部を債権回収会社（サービサー）に委託し、回収の効率化を図っていく必要がある。

　「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく債権回収会社は、近年その活動が広く知られるようになり、東京都建設局においても、貸付金の回収に債権回収会社を活用し大きな成果をあげており、今後も各分野での債権回収会社の活用を計画しているところである。

　公社の求償債権についても、債権回収会社に回収業務を委託することは法的にも可能である。

現在都内に債権回収会社は、保証協会サービサーを含め60数社あるが、業者の選定にあたっては、公的融資に伴う求償債権の回収業務であることに鑑み慎重に選定することとする。

（4） 求償債権売却の可能性と問題点

求償債権については、現在でも昭和50年代に発生した求償債権を管理・回収しており、求償債権が無くなるまでには、今後数十年を要するものと思われる。

求償債権が無くなる前に、公社が廃止された場合の求償債権の扱いについては、求償債権は保証債務と異なり、区に引き継ぐことも可能である。

ただし、訴訟提起などの例をみても、公社は議会の議決を経る必要が無いなど、現在公社であることを最大限に活用した事務手続を行っており、仮に区に引き継いだ場合は公社以上の効率的な事務執行は望めない。

また、上記の債権回収会社（サービサー）に求償債権を売却することも可能であるが、公的融資に基づく信用保証を扱う機関としては、その選択は非常に難しいと考える。

（5） 求償権回収金の区返還の一時凍結

求償債権は、回収した金額についてその求償債権の代位弁済を実施した年度の区補助割合（7割から2割）に応じた金額を区へ返還しているが、区補助金が廃止された現在、区への返還金を一時凍結し、公社の事業運営に充てる必要がある。

それにより、公社の基本財産の取崩時期の延伸と取崩金額の縮小が図られることになる。

Ⅲ　勤労者福利共済事業について

１　現状と問題点
勤労者福利共済制度は、独自での福利厚生に乏しい企業の魅力ある職場作りの一助として、昭和60年8

月に発足し、現在も高く評価されている中小企業振興施策である。

中小企業の事業主と従業員を対象として、宿泊施設・レジャー施設・健康施設の利用補助やバスツアーな

どの主催事業及び各種祝金などの給付事業を行なっている。

共済制度の効率的な運営とスケールメリットを活かすためには、会員の拡大が不可欠であるが、平成17年1月末現在の加入事業所数は2,900所、加入者数は7,770人である。

しかし、加入事業所数は平成8年、加入者数は平成５年を境に減少を続けている状況である。

　表3　勤労者福利共済事業（ハイライフ事業）加入状況推移
	
	60年8月
	元年3月末
	5年3月末
	8年3月末
	11年3月末
	14年3月末
	15年3月末
	16年3月末

	加入事業所数（所）
	４０１
	１，８５４
	３，８８７
	４，０８８
	３，８５５
	３，１１２
	３，０２５
	２，９２９

	加入者数（人）
	２，００８
	５，６７６
	１０，８２５
	１０，５９２
	９，４２９
	７，８５７
	７，９１６
	７，６７６


今後も引き続き、魅力ある共済事業を運営するとともに、加入促進方法の改善、加入条件の緩和、脱会防止策などを含む会員増加策を検討する必要がある。

　また、加入促進方法のひとつとして、「加入推進員」の導入など、具体的な対策の費用対効果も検討する。

２　勤労者福利共済事業に係る補助金

　勤労者福利共済事業は、会費と利用者負担金のみでは運営はできず、現在は管理費の全部と広報費（共済ニュース）の50％について区の補助を受けている。（平成16年度予算額：5,082万4千円、平成15年度決算額：4,608万2千円、平成14年度決算額：4,309万4千円、広報費への補助は16年度より開始された。）

　また、福利共済事業を実施する自治体には、国庫補助金「中小企業福祉事業費補助金」が支給されているが、この補助金も支給は平成19年度までであり、その後は廃止される。

　国庫補助金が廃止されるとそれを特定財源としていた区補助金の削減も想定されるので、事務費、事業費ともあらゆる角度から精査し、今後も削減を図って自立化の道を探っていく。

（参考）

国庫補助金「中小企業福祉事業費補助金」：管理費については、区の補助対象経費の2分の1、事業費については、区の補助対象の2分の１であり、平成16年度の補助金は、約705万円を見込んでいる。

３　自立化に向けた取組みと今後のあり方

　　勤労者福利共済事業の自立化のためには、スケールメリットを活かすための会員の拡大、事業の効率的な運営、また加入者にとって魅力的な事業展開を行うことが重要である。

　　現在、自立化促進のためにダイレクトメールや紹介キャンペーンなどにより会員拡大の推進を行うとともに、共済ニュース・利用ガイドに積極的に広告を募集して収益事業の拡大を行っている。

また、比較的参加の少ないバスツアーなど主催事業の見直を行うとともに、近隣区と「８区合同財産形成セミナー」などの事業の共同化の推進を行っている。

このような内部努力はもちろんのこと、今後はサービスセンターの広域化・委託化も視野に入れ、適正な

運営形態を目指していくことが求められている。

①サービスセンターの広域化

事業の効率的運営とスケールメリットを活かすため、平成15年８月から勤労者福利共済事業の共同事業

を実施している近隣４区（北、豊島、文京、千代田）とサービスセンターの広域化の検討を開始した。

検討準備会１回、検討会５回、作業部会７回を行い、平成１６年１月には「勤労者福祉サービスセンター（勤労者共済会）広域化検討会まとめ」を作成したが、その後、各区の様々な実情により、協議が容易に進展していなく、広域化の実現は非常に困難な状況である。

今後、広域化のメリット・デメリット、実現の可能性について、早急に結論を出していく。

②サービスセンターの委託化

　勤労者福利共済事業に委託方式を採用しているサービスセンターは全国的にも事例が無く、信頼できる委

託先を選定することは困難である。しかし、自立化を推進するにあたって、有効な手法のひとつと考えられ

るので、広域化同様、メリット・デメリット、実現の可能性について研究を進めていきたい。

　サービスセンターの委託化には、民間福利厚生代行会社のミサワリゾート、ベネフィットワン、リロクラ

ブ等があげられるが、今後、サービスの内容・経費・信頼性等を調査し、委託化の研究を進めていきたい。　

③中小企業勤労者福祉サービス自立化等検討会

　東京都産業労働局労働環境課が主体となり、平成16年11月８日に東京都の区市を対象とした、「第1回

中小企業勤労者福祉サービス自立化等検討会」が開催された。第1回は、各区市におけるサービスセンター

の自立化への取組みについて情報交換が行われた。第2回以降は、情報交換及びアンケートの内容を踏まえ、

より具体的な自立化等について検討が行われる予定である。

　今後もこの検討会に参加し自立化に関し研究するとともに、各区市の動向を注視していきたい。

④その他の取組み

勤労者福利共済制度の会費は、制度発足当初から一月500円であり一度も改正がされていないため、納付金収入拡大のため会費値上げの検討も必要である。但し、他区において会費の値上げをした際、会員の減少が生じたことがあるので慎重に検討することが必要である。

また、今後も板橋区が独自で運営する場合でも、財団法人・社団法人・中間法人等の様ざまな形態が可能であるが、今後の公益法人改革の動向を見守りながら検討していきたい。

Ⅳ　その他の事業について

　公社財政規模の縮小に伴い、信用保証事業と勤労者福利共済事業以外のその他の事業については、基本的には、事業の廃止・縮小や運営主体を区又は民間に変更することが必要である。

個々の事業について検討を行い、公社の事業として実施することが最適との結論がでた場合は、事業の簡素化・効率化に努め、極力経費の削減を行なうなど、事業運営の改善を図り継続する必要がある。

　特に、収益事業については、厳しく採算性を検証するとともに、独自財源を増やすため、広告収入や情報掲載料収入等の拡大に努めることとする。

１　公の施設の業務受託の今後のあり方

区産業振興施設の管理運営業務の受託については、区の指定管理者制度の活用状況により、公社の受託

の可能性についても検討するが、公益法人改革の中で、今後は、公の施設の管理・運営を主たる目的とした公益法人の運営は難しくなる。

　また、区施設の指定管理者制度の導入が進む中、現在運営業務を受託しているハイライフプラザについ

ても、区は指定管理者制度の導入か区直営かの選択が迫られており、公社が受託し続けることは困難な状

況である。

なお、公社自身が指定管理者となる選択は存在するが、採算面等から困難が予想される。

２　調査・研究に関する事業の今後のあり方

①　景況調査

四半期ごとに区内中小企業の景況を調査し、報告する「景況調査」は、他区においては区の事業として

いるところが多く、公社業務全般を縮小・廃止とするとの選択がなされた場合は、景況調査は、区事業として実施していく必要がある。

その他、区産業施策の企画立案を補完するための調査・研究機能についても、今後の公社活用方法によ

っては強化を検討する必要がでてくると考える。

３　その他中小企業の振興育成に係る既存事業の今後のあり方
　既存の収益事業については、効率的な運営による経費の削減を目指すとともに、収入の拡大に努め、個々

の事業ごとでの収支均衡を目標とする。

　現在実施している「産業情報紙」の発行と「いたばし産業情報ネット」の運営については、産業振興施

策における位置付けを再検討するとともに、運営を民に委ねることを含め、公社運営の継続の妥当性につ

いて検討する。

　なお、今後も公社が運営する場合は、次のような運営方法とする。

1 産業情報紙「いきいきタウン」

「いきいきタウン」は産業情報の区民への提供を目的に、年4回、新聞折込にて全戸配布しているが、

発行経費756万8千円（平成15年度決算）に対し、広告収入は85万2千円で発行経費の11.2パーセントに過ぎないが、今後も公社での発行を続ける場合は、発行経費の節減と広告収入の確保を検討していく必要があり、平成19年度末までには、支出の25パーセント以上の広告収入を確保することとする。

　　また、いきいきタウンの発行については商工団体との連携や、共同運営も視野に入れた検討を行なう。（「板橋産連ニュース」「板橋商連ニュース」を取り込んだ企画も可能）

②　いたばし産業情報ネット

産業情報ネットの正会員は平成17年1月末現在 47社、リンク会員は122社である。

産業情報ネットの設立目的は、独自でのホームページの作成・運営が難しい企業への支援であったが、産業情報ネットの利用状況や中小企業者のホームページの普及状況などをみると、産業情報ネットの設立目的は、既に達成していると考える。

産業情報ネットも近年では、区や公社の情報を主とする産業・企業情報の提供が主なものとなっている。

公社事業縮小に伴い、産業情報ネット廃止の議論もあるが、公社の機能を積極的に活用し、産業情報ネットを産業・生活情報を総合的に提供するポータルサイトとし、魅力ある情報提供媒体に衣替えする選択肢も検討中である。

また、産業情報ネットを産業振興における情報化戦略の一つとして位置づけ発展させることも検討する必要がある。

それに伴い、広告収入や情報掲載料の増加が見込まれ、将来的には収支均衡の運営も可能である。

現在、運営経費211万8千円に対し、会費収入は43万6千円であり（平成15年度決算）、今後は、広告掲載を開始し、収入の確保に努め、現在20.6パーセントである会費や広告料の収入率を、平成19年度末までには50パーセント以上に引き上げる。

また、支出の削減に当たっては、運営についてＩＴ関連のベンチャー企業やＮＰＯなどと協働することを検討し、将来的には、運営を民に移管することも選択肢とし研究する。

４　区産業振興イベント等の業務の受託

　　現在区が行なっている、「いたばし産業見本市」「いっぴんフェアー」「企業情報交換会」などの行事・

イベントについても、公社が受託し、実施することが可能であるが、区、公社どちらが効率的な運営に適

しているか個々の事業について検討し決定していきたい。

５　新たな収益事業の検討

　　公社の独自財源拡充のための収益事業の実施に向けて、今後調査・研究を行なうこととする。下記はその例示であるが、今後、創設される産業経済部との連携・協議により公社の役割を担っていく。

1 新たな工場団地の建設分譲

2 スタートアップオフィスの新設と運営

3 アンテナショップなど空き店舗活用による収益事業の実施

Ⅴ　公社組織のあり方について　（簡素で効率的な業務執行に向けて）
１　事務局組織のあり方

現在、公社業務は、商工振興課「融資係」「ハイライフプラザ」「工業振興係」「商業振興係」の各係の職員が任命権者から兼職の承認を得て公社業務に従事している。

区職員の「兼職」という形は、従来から問題が指摘されており、本来なら公社が職員を雇用し運営する

必要がある。公社も一時「信用保証担当調査役」や「事務担当職員」を独自に雇用した時期もあったが、現在ではその財源を捻出できない。

「公益法人への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の改正に伴い、区職員の公社への派遣につい

て、共済組合資格などの不利益扱いが改善されたので、同法に基づく派遣に変更すべきとの考えもあるが、下記理由により、派遣を行なわず、当面は「兼職の承認」という現在の形を承継していく。

1 融資係、ハイライフプラザの2係は、区業務と公社業務が一体となっており、勤務内容が明確に分離できなく派遣にはなじまないと考える。

2 商業振興係と工業振興係は、公社業務への関わりは通常事務の一部であり、その面で派遣にはなじまない。

3 「派遣」の形をとると、給与は公社で支払うこととなり、財政負担、事務量の増加に耐えられない。

今後は、公社の業務量に応じて組織・人員を常に見直し、簡素で効果的な業務執行体制を構築するよう努める。

また、本年4月の区産業経済部の創設に伴い、現在の商工振興課が産業振興課と産業活性化推進室に組織

変更されるが、公社は、両課とくらしと観光課を事務局組織とし連携を図り、産業振興施策を推進していく。

２　理事及び評議員のあり方
従来から監督官庁である東京都から、財団法人の理事については、所管する官公庁（板橋区）の出身者は、理事数の3分の１以下とすること、また、監事については、公認会計士などの外部人材の登用を図る必要があると指導されていたが、平成15年度の都の監査で、法人の独立性を確保するために、基準に適合するよう指摘されたところである。今後、外部人材の登用など、理事、監事の構成については、研究を続けていく。

現在、理事8名、監事2名、評議員14名を委嘱しているところであるが、寄附行為では、理事は8名

以上10名以内、監事は2名以上3名以内、評議員は10名以上14名以内と定めているので、公社事業の縮小に伴い、当面、この範囲での調整を行なう。

今後、更なる事業縮小があれば、寄附行為を改正し、理事・評議員の定数を見直していきたい。

なお、区長が理事長を兼ねることにも、民法の双方代理の禁止規定（区長の理事長兼務）に抵触する恐れがあるとの指摘もあるところであるが、区補助金の申請などでは、副理事長を申請者とするなどの措置を講じているところである。

Ⅵ　商工業振興施策における公社の活用について

１　産業振興施策における公社の役割と活用
　区は、「板橋区産業活性化基本条例」の制定、「産業経済部」の創設、「産業振興構想」の策定など、地域経済の活性化に向けた活発な動きがあり、区と異なる機能を有する公社を産業振興施策にどの様に活用するかの検討を行なっていくが、公社が産業振興施策に係わることのメリットとしては、次の事項が考えられる。

（１）公社の強みを活かす

　①　各種制約の少なさ

2 縦割りの排除

3 民間的発想

4 収益事業が可能

（２）民間との比較

　①　信頼性（公的機関の看板）

2 区との連携（組織、人材、情報）

3 収益調整機能（利益を活用できる。）

他区における財団法人活用の状況では、大田区が、計画は「区」、実施は「財団」と役割を分けて、効果

的に運営している例が見られるが、他の区は、公の施設の管理を主とする「財団」が多い状況である。

現在の板橋区の商工振興施策の状況をみると、あえて「公社でなくてはできない」と思われる事項は、見

当たらない。

しかし、区が実施している「区民が選ぶ板橋のいっぴん事業」「コミュニティビジネス・コンテスト」「板

橋経営品質賞」「板橋製品技術大賞」などに受賞又は選定された企業・商店などに区が個別支援を続けることは難しいが、公社ではかなりの部分が可能であり、また、「ＫＩＣＣプロジェクト」など、公社が行なうことにより、より効果的に産業振興につなげることが可能な事業も多いと考える。

２　収益事業の拡大と更なる発展に向けて

現在、公社の収益事業としては、勤労者福利共済事業のほか｢いきいきタウン｣の発行、｢いたばし産業情報ネット｣の運営を行なっているが、メディア事業を拡大し、地域ポータルサイトを運営することが考えられる。

また、公社の収入増を図るためには、このほかの収益事業を積極的に行なう必要があり、今後、調査・研究を続けていく。

（１）調査・研究する項目

1 中域商圏戦略（板橋区の区域を越えた商圏を対象とする。）

2 ＰＲからマーケティング全般へ

3 板橋区以外の自治体からの事業受託

4 自治体シンクタンクを目指して

「産業活性化基本条例」の制定や「産業振興構想」の策定による区の産業振興施策の方向性によっては、公社は廃止の方向でなく、むしろ、「産業振興公社」への組織変更など拡大を含む更なる活用方法も考えられるので、区と公社の役割分担や公社の活用方法について、産業振興構想の策定に併せ、検討していく。

Ⅶ　おわりに

１　透明性の確保
公社は、公共サービスの一翼を担うため、区職員が業務に当たっているなど、多くの公費が投入されており、その経営状況や事業執行には常に透明性が求められている。

現在「公社事業概要」や「ホームページ」を活用して財務情報を含めた公社の各種情報提供に努めているが、今後とも区民の十分な理解を得られるよう、事業運営の透明性を確保していく。

２　公社廃止の可能性

　公社は、財政再建計画である「経営改革計画」を推進した場合でも、平成23年度には公社の独自財源が枯渇するため、廃止を含めた検討を早急に行なっていく必要がある。

公社の廃止の時期としては、主たる業務である信用保証事業の管理業務が終了する時点が考えられるが、現時点では、公社と金融機関の信用保証約定に基づく保証債務残高が0円となる平成23年度が想定される。

ただし、その時点でも保証条件変更により、かなりの額の保証債務が残っていることも想定される。

よって、平成23年度に公社を廃止すると想定すれば、現在1年ごとに承認している保証条件変更については、平成22年以降は応じないことが必要である。

　また、平成23年度以降も公社を存続させるためには、遅くとも平成23年度からは代位弁済に対する区補助金を復活させる必要がある。その際も、全額に対する補助が前提となり、毎年1,000万円から500万円程度の区支出（補助金）が発生することになる。

　なお、公社を平成23年度以降も存続するためには、代位弁済費補助とともに、求償権回収金の区への返還を凍結することがより効果的である。この凍結の実施時期については、早いほど公社の経営安定に寄与するものである。

　信用保証業務については、上記のような公社廃止のスケジュールが想定されるが、勤労者福利共催事業については、「勤労者福利サービスセンター」として存続させる必要があり、公社廃止の場合は、その形態について研究する必要がある。

　ただし、信用保証業務を終了した場合でも、勤労者福利共済事業を主たる業務とする組織とし、財団法人を存続させることの検討も必要である。

　なお、現在、国においては、公益法人改革の動きがあり、現在の許認可制が大幅に規制緩和され、設立・廃止、寄附行為の変更や基本財産の増減も監督官庁の許可が不要となり、財団の意思で可能になるとの事であり、設立時の基本財産も300万円以上となるとの情報もある。

その際は、基本財産をその時点の適正な額に減額することにより、取り崩した基本財産により、区又は公社による産業振興基金（仮称）を設立し、地域経済の活性化に寄与することが可能である。

公益法人改革については、法案は平成18年春に国会に提出される予定であり、公社の存廃については、その改正内容等を注視していくこととする。
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